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経済論叢(京 都大学)第160巻 第1号,1997年7月

R.モ ー ル の 社 会 概 念(2)

一 初期 ドイツ社会統計における社会 ・統計概念一

、

長 屋 政 勝

.III社 会の概念化

1.モ ー ル に よ る社 会 の析 出 を正 確 な もの にす るた め に は,社 会 を経 験 にそ く

して概 念化 し,内 的構 成 を 明 らか に,形 態 を分類 し,一そ の実 体 に迫 らね ば な ら

ない 。 か つ,そ の.ヒに立 って社 会 科 学 の内 容,範 囲,区 分 を従 来 の 国家 科 学 の

そ れ との 対 置 の 中 で規 定 す る こ と も必 要 と な る。 この た め に は,ま ず 現 実 に存

在 し な が ら,こ れ ま で 正 当 に 扱 わ れ る こ と の な か っ た 人 間 の 共 同 生 活

(Zusammenleben)に あ る特 徴 的 な 状 態 を認 識 す る こ とか ら 出 発 しな くて は な

.ら ない 。

モ ー ルの 観 察 に よ る と,人 間 の 共 同生 活 に は以 下 の三 つ の 異 な った状 態 が 区

別 され る2㌔

.1.多 数.人間の 時 間 的 空 間 的併 存 ζそ の 関係

これ は,い って み れ ば 人 間 の集 合体 で あ るが,自 然 的 特 性 と歴 史 的根 拠 か ら

極 め て大 き な多 様 性 が 織 込 め られ て い る。 男 女,老 人 と子 児,既 婚 者 と未婚 者,

父 と子,貧 者 と富 者,精 神 的 就業 者 と肉体 的就 業 者,雇 用 主 と被 雇 用 者,商 人,

小 作 人,遺 産 相 続 者,等 々 の 区 別 が こ の 中 に 隠 さ れ て い る。.人 間 の 併 存

.(Nebeneinander),あ るい は 混 在(Durcheinander)で は あ るが,個 々 人 は 決

して 同等 で は な く,全 体 の 中 にさ ま.ざま な 異 質性 ・多 様 性 が 充 満 し,こ れ を 多

様 な 異 質個 体 の 混 合 体(Gemenge)と い う こ とが で き よ う。 とす れ ば,こ れ

27>R.Mohl.Ge5ellschafts-W1糟nschaft,S.28-41.
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ら多 様 性 の 巾 には 何 らの 原 則 も秩 序 もな い と いわ な くて は な らな い のか 。 そ う

で は ない 。 個 々人 は 他 の 個 々 人 と結 びつ き合 いな が ら.,自 己の 生 活 目的 を合 理

的 に実 現 し,生 を 理 性 的 に 全 う しよ う とす る。 こ こ に個 々 人 の 要 求 と責任 の体

系 が 出 て くる。 か か る人 間 の併 存 関係 を規 制 す る法 則 の発 見 は一..一見 した と ころ

難 し くみ え るが,.個 々 人 を い くつ か の カ テ ゴ リー に分 類 し,関 係 を特定 の もの

に整 理 す る こ ζに よ り,こ れ ら個 々 人 の状 態 と結 合 を把 握 す る こ とが 可 能で あ

り,経 験 的 に もそ の こ とは 達 成 さ れ て い る。

加 え て,こ れ ら多 様 な個 々 人 に は 法 的規 制 がか け られ て い る。 外 的 な 権 威 を

通 して法 的指 令 が す べ て の 個 人 に 課 せ られ,習 慣 や省 庁 の明 文 を も って 指 示 さ

れ る』 この よ うにみ て み る と,国 民 生 活 とい う もの は 多彩 で 豊 か な局 面 に満 ち,

さ ま ざ ま な 人 間関 係 を含 ん で は い.るが,あ る べ き法規 に よ って それ を秩 序 ず け

る こ とは不 可 能 で は ない6

.2,諸 制 度 か ら成 る有 機 体(OrganismusvonEinrichtungen).踊 ・...

共存 して い る個 々 人 が ひ とつ の全 体,総 体 〔Einheit)に 結 びつ げ られ,そ の.

中 に特 定 の全 体 意 思 ・全 体 力 が 備 わ り,共 通 目的 が追 求 され る。 これ は一 時 的

偶 然 的 な もの で は な く,地 域 と時 代 を こえ て あ ま ね くみ られ る 人 間 の結 合状 態

とい え る。統 一体 とは,す なわ ち 国 家 で あ り,個 々 人 は そ こ に 自己 の保 護 と秩

序 をみ い 出 し,人 間 の 存 続 もそ れ な しに は不 可 能 とな る。 こ の統 一 的有 機 体

(Einheit.sorganismus)1よ 大 き さ,広.さ.,形 態,目 的 と手 段 にお い て 多 様 で あ

り,こ こか ら過 去 に お いて さ ま ざ ま な国 家 状 態 が 出現 して きた。

状 態 の 多様 さ に もか か わ らず,国 家 形 成 ・存 続 に は 次 の よ うな 内 的共 通 性 が

み られ る。 つ ま り,国 家 内 の個 々人 はそ れ に 属 さ な い 者 に対 して全 体 と して 統

合 し,閉 鎖 的 行動 を とる。 また,国 家 は独 自の 目的 を もち,全 体 意 思 に もとず

く秩 序 を保 つ 。 そ こで は多 数 の人 間結 合 間の 共 働 関 係 が働 き,.個 々 人 間 の意 思

疎 通 が 計 られ,特 定 の基 本 関係 が 成 立 ・持 続 す る。 こ こに 協定 や確 約 が 生 まれ,

場 合 に よ っ て は 立 華 も行 な わ れ る 。 ∵ご一:・馴 ・、lrDi,.頃:.∫… 噴 勘 講 争

国家内の共通性をみい出す ことが重要である。これは統一的有機体を形成す
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る に当 た って の 目的=国 家 統 一 の 目的 を確 信 す る こ とで あ る。 日 的 は多 様 で あ

るが,そ れ は最上 位 の もの と して 明 文 化 ・規 約 化 さ れ,そ の 下 に数 多 くの基 礎

命 題 が 加 え られ,そ れ を擁 護 し実 行 す る制 度 が か か わ って き,こ れ らが 一 体 と

な っ て国 家 制 度(Verfassung)や 基 本 法 を構 成 す る。

次 に,全 体(国 家)と そ の構 成 員(個 人〉 との 関 係 が 問 題 とな る 。 国家 の も

とで も,個 々人 は本 来 的で 独 自の 目的追 求 を停 止 す る こ とは な く,そ れ を持 続

さ せ た ま ま,全 体 と緊 密 か つ 多 様 な 関 係 を と り結 ぶ 中 で,巨 大 な 有 機 体(国

家)内 に と り込 まれ て ゆ く。 国家 内で の 国民 生 活 が よ り豊 か で あ る ほ ど,個 々

人 の全 体 意 思 形 成 へ の か か わ り方 は よ り深 くな る。 個 々人 が 全 体 意 思 へ 服従 す

る義.務関係,さ ら に全 体 意 思 を遂 行 す る場 合 の関 係 をめ ぐ り,ま た,.個 々 人 は

確 か に全 体 意 思 の 器 官(Organe)で は あ るが,そ の機 能 にみ られ る さ ま ざ ま

な あ り方 を め ぐって,国 家 に よ る諸 規 定 が うみ 出 され,法 典 が 編 ま れ て ゆ く。

最後 に,国 家 生 活 にあ って は,全 体 意 思 の実 行 機 関 に対 す る規 定 と規 則 が,

具 体 的 に は 国家 省 庁 の任 命 ・制 度化 が み られ る。 こ う して,い ず れ の 国 家 に お

い て も,特 定 国 家 目 的 にふ さわ しい 全権 力 機 構(0■ganisationderGesammt-

gewalt)が 成 立 し,こ れが 国家 生 活 の本 質 的 構 成 部 分 を 形 づ くる 。

モ ー ル の考 えで は,国 家 形 成 と は人 間 の 共 同生 活 の統 合 化 で あ り,こ れ は 本

性 にお い て 人 間 は 同等 で あ り,相 互 に同 じ発 展 段 階 に達 した い とす る希 求 か ら

出 て く る普 遍 的 で必 然 的 な結 果 とみ な され る。普 遍 性 の 中で,個 々人 の 人 格 を

高 め 完 成 に 向 け て進 んで ゆ き たい とす る,人 間 の もつ 不 変 の法 則 か らの 帰 結 と

.い う.ことに な る 。

3.人 間 の 共 同 生 活 の 第 三 の構 成 部 分 の 現存(Daseyn)厨,

.個 人 生 活 と国 家制 度 の考 察 に較 べ,.こ の 第 三 の構 成 部分 の把 握 に は大 きな 困

難 が 待 ち う けて い る 。 そ の理 由 は,考 察 の 対 象 そ の ものが 極 め て多 様 で あ り,

漠 然 と した 形 を と り,先 の個 人や 国家 とも交 差 す る局面 を も ってい るか らで あ

る。 こ の た め,こ れ ま で こ の部 分 に は考 察 が 払 わ れ る こ とが な く,あ る い は

28)R.Moh【,Gesellschaft5-WlssenschafL,S.41.
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誤 って個 人や 国家 に埋 没 す る もの とみ な さ れ て きた 。..∴ 欝..

で は,こ れ まで 等 閑視 され,分 析 の 対 象 か らはず さ れ て き た こ の第 三 の構 成

部 分 とは何 か。 モ ー ル の考 えで は,こ の 部 分 を 成 す事 実 そ の もの を直 視 す る こ

とか ら始 め な くて は な らない 。 これ ら事 実 とは,身 分,共 同体 生活,人 種.そ

して労 働 ・所 有 関係 か らの生 活 圏,そ の 他 と多 種 多様 で あ る 。以 下,そ れ ぞ れ

の 事 実 の特 徴 を検 討 して み よ う。

身 分(Stande)。 これ は ヨー ロ ッパ 諸 国 に 共 通 して み ら れ る,「 大 きな 人 間

的 営.みの ひ とつ を追 求 す る こ とを共 通 の 生 活 課 題 に もち,そ の結 果,多 くの関

係 で 共 通 の状 態 に あ る比 較 的 多 数 の,あ るい は 少 数 の 人 々 」鋤 の こ.とで あ る。

な るほ ど,.国 家 は そ の 目的 の ため,こ の 身 分 を 秩 序 ず け 利用 し,法 と制 度 の内

部 に地位 と権 利 とを授 与 して きた 。 だ が,身 分 の 生 活 そ の もの は,国 家 や 法 と

は別 の 性格 を もつ もので あ り,.あ くまで 国 家 の 外 に あ る状 態 とみ な くて は な ら

な い。 身分 に は仲 間 内 の 生 活(genossen5cha田ichesLeben),共 通 の 利 益,同

じ生 活 習 慣,風 習 や 感 情 と い っ た もの が あ り,仲 間 は ま と ま っ て 群 を な し

(Zusa㎜ensc㎞a・ung),仲 間 外 の 者 との 問 に 壁 を つ く り,国 家 組 織 の 外 部 に

あ る もの と して 自立 化 す る。 個 別 的 にみ る と,身 分 に は 次 の4つ の ものが あ る。

貴 族一 国 家 や 法 とは 無 関係 に独 自の 利 益 を追 求 す る。 独特 の 生 活観 と風 習,

名誉,血 統 婚 姻 関係 を もっ て結 びつ く。 ヨー ロ ッパ に み ら れ る普 遍

的 状 態 。

宗 教一 宗 教 を軸 に して,思 考 様 式 と利 益,従 い 意 欲 と行動 で 共 通性 を もっ た

ゲ ノ ッセ ン シ ャ7ト と して独 自の 生 活 圏 を 形 づ くって い る 。 ここか ら

司 祭 や修 道 士,ま た種 々 の宗 派 の 聖 職 者 の ゲ ノ ッセ ンシ ャフ トが 出 て

くる鋤。

29)R.MDhl,Ge路ellschafLs-Wjssenschaft,S.35.

30)Geno関e鵬chaft一 通常では,仲 間,組 合,団 体の訳語が当てられることが多い。だが,モ ール

の文脈では共同体 〔Gemeinde},共 同社会 〔Gcm。ins。haft),また生活圏(hbenskreis),等 が

人間の社会的結合の具体的実体そのものを指す言葉として用いられているのに対し,Gemsse隠
draftは共通利益,ま た生活観 ・意思,行 動形態で共通性 ・統一性をもった人間関係,お よびその

総体,あ るいは 「共通の利益にもとずいた普遍的状態 〔Zus塩ndelj(R.Moh1.GeseU5chafts一ノ
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市民(都 市)一かつての強力なツンフ トは解消 し,独 自の生活圏 としての性

格は弱まり,都 市の自治機能は失われつつある。.にもかかわらず営業

の本来の拠点であり,い まなお都市市民の文化や習慣の中に,ま た手

工業者の共通の利益の中には独自の性格が保たれている。.

農民一土地分割が進み,自 立農民 と小作農の区別が消滅しつつあるが,な お

前者には独自の生活感情(風 習や毅然さ)が 息ずいているき%
カ　ステンジステ　ム

他にみられる強力な身 分 制 度は,.ヨ ーロッパでは希薄になりつつあるが,身

分制は国家制度に先立って成立 し,国 家 とは別の外部にある人間生活の独 自状

態 とみなさねばならない。

共同体生活(Gemeindeleben)。L・ ま共同体 は国家の最下位の構成部分 とし

て,(国 家 という)有 機体の中にくみ込まれ,共 同体首長は国家官僚の一員 と

して利用されてはいる。だがこれは必然的なことではなく,共 同体は単なる行

政圏に留まるもので もない。共同体は入間共同生活の中で最 も普遍的なもので,

内味の濃い独 自の生活 と一連の結果を生じ,国 家とはかかわらない要求や利益

をもち続けている。共同体内部での日常的や りとりの簡易化,公 的施設の共同

利用,環 境美化,芸 術 ・娯楽 ・文化のすべてについての共通理解』 こうした

ものが場所を共にした仲間の独自の生活にあ り,場 所的な風習,伝 統 そして

苦労と喜びが形成されてゆく。こうして,共 通の行動が場所的基盤にもとずい

た独自のゲノッセンシャフトとしての生活の中に現われて くる。これらすべて

は国家 とは独立したものであり,個 々人はこgい わぼ手づくりの生活圏に自ら
ゲマインデ

を委 ね て ゆ くこ とが で きる。 「共 同体 に は独 特 の ゲ ノ ッセ ン シ ャ フ トが あ り,

これ は そ の 固 有 の 掟 に従 い,仲 間(Genossen)と 部 外 者(Fremde)に しば し

ば極 め て顕 著 な結 果 を もた ら し,こ れ は 国家 生 活 の 中 には 決 して 現 わ れ て こな

＼Wissenschaft,S.46、)を 表 わ す もの と し て使 わ れ て い る。 以 下,何 らか の 実 体 と結 びつ くよ う.な

訳 語 を避 け,あ えて ゲ.ノ ッセ ン シ ャフ トと して お く。

31)「 農民 の も とで,屋 敷[:H61e)の 保 た れ て きた とこ ろ で は,い ま な お独 立 心,狡 猾 さ と結 び

つ い た尊 大 さ,教 会 と世 俗 権 力 の 承認,独 得 の 家族 生 活,要 す る に必 ず し も純 粋 とは い え な いが,.

共 通 した確 固た る風 習 と毅 然 さ とが あ る 」 〔R.MDhl,Ges配lkchafしs-Wis5enschaft.S.37.)。
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い もので あ る」3%

.人種(Race)。 それ ぞ れ の 人種 に は 他 と区 別 さ れ る極 め で 強 固 な一 致 が み ら

れ,こ れ は 自然 的 類 似 性 に よ る最 も内 面 的 な とこ ろ まで 貫 ぬ か れ,そ れ ぞれ が

独 得 の形 態 の.中で 共 同 生 活 を送 って い る 。逆 に こ こか ら,根 深 い 人種 対 立 も生

ず るわ けで,こ れ ら を和 解 させ平 等 を達 成 す る こ とは国 家 や 法 を も らて して も

不 可 能 な こ と も稀 で は な い 。 か か る現 象 は 国家 の 力 の 及 ぶ こ との な い,国 家 以

上 の こ と,国 家 と は別 の こ と といわ な くて は な ら ない 。

労 働(Arbeit)と 所 有(Besitz)関 係 か らの 生 活 形 態 。 今 日最 も大 きな 問 題

・を は らん だ 独 自の 生 活 圏 とい え る。 労 働 者,企 業 家,資 本家 に は それ ぞれ 共 通

の状 態 と利 益 が あ り,固 有 の ゲ ノ ッセ ンシ ャフ トが 形 成 され る。 同 じ こ とは大

土 地 所 有 者,小 作 人,小 経 営 者 に も当て は ま る。 こ う した 生活 圏 の 中 に,時 に

は恐 怖 を も ひ き起 す現 象 が ます まず 露 骨 に現 わ れ る よ うに な り,そ こに隠 され

てい る共 通 の 状 態 と性 質,力 の正 体 が 解 明 され る必 要 が あ る。 例 えば,土 地 利

用 賃 貸 借 契 約,工 場 に対 す るそ の よ り一 層 の規 定,労 働 者 の 身分 議 会 選 挙 権 へ

の 関 ラー,労 働 者 の 税 や 法 的 市 民 権,等 を譏 っ た と こ ろ で,何 百 万 人 と い る
フアブリ　ケアルバイタ　

工 場 労 働 者.人口の関係や意義を捉えたことにはならない。国家枠をこえたこ

れら労働者に共通する状態,そ こから出て くる独得の生活様式,生 活観,利 益,

苦悩,共 通する.風習や悪習,行 動様式 これらは公けの生活に新たに登場 し

てきた要素であり,当 事者にもそうでない者にも不幸なものではあるが一 を

把握する必要がある。 こうした新たな要素は国家形態 とは完全に独立 し,国 家

や法律の及ぶ ところではない。例えば,「 イギリスの関係は,そ の国家制度の

組織や機構のみか らは捉えられえないのであって,特 に自分の独得の利益に固

執し,そ の風習を通 して広汎な影響力をもつ大土地所有者の強力なゲノッセン

シ帝フトの及ぼす影響や,と 同時にいかなる国会制定法によって も指示されな

い秩序が正しく配慮されるべきではないか?」3㌔

32)R.Mohl,Gese聴haft5-Wl55en5c卜a丘,S.39,

33)続 け て,「 フ ラ ン スで は,国 家制 度 が た とえ どの よ う な もの で あ れ,ほ ぼ 公 然 た る小 土 地 所 ノ
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同 じ く,.宗 教 上 の,ま た教 育 で の ゲ ノ ッセ ン シ ャ フ ト,そ の他 が あ り,こ れ

らはい ず れ も国 家 の外 に あ って,と 同時 に個 人 と も異 な り,そ こだ け に 共通 す

る状 態 が 成 立 ・作 用 す る独 自の生 活 圏 とい わ ね ば な らな い 。 つ ま り,人 間 の共

同 生活 にみ られ る第 三 の,し か し本 来 的で 最 も重 要 な構 成 部 分 とい う こ とが で

き る。

2.人 間共 同生 活 に事 実 と して あ る第 三 の構 成 部 分 を その 主 た る関 係 に わ た っ

て み て きた。 で は,こ れ ら関係 に共 通 す る本 来 的 な独 自性 は あ るの か。 あ る とす.

れ ば.そ れ は どの よ うな もの で,そ れ を規制 す る法 則 はいか な る性 質の ものか 三

モー ルは この 共 通 す る独 自性 あ りとみ な し,そ れ を上 述 の 関係(状 態)に 共

通 す る 特 徴 的 な 標 識(Merkmal)と よ び,以 下 の6点 にわ た って そ れ を 指 摘

す る。

1.状 態 の 基 礎 に あ る原 因(モ 』 ル は これ を 力Machtと もい う)は 持 続 す

る。 長 期 間 にわ た って 力 が作 用 す る場 合,そ れ は結 果 の 中 に発 現 し,作 用

を完 遂 させ る。 逆 に,持 続 す る力 が な くなれ ば,現 象 はた や す く消 滅す る。

2.こ の原 因 に は精 神 的 な もの と物 質 的 な ものが あ るが,.い ず れ にせ よ重 大

な利 益 の絡 んだ 場 合 に は,よ り広 汎 で持 続 的 な結 果 が ひ き出 され,関 与 す

る 者 も強 い意 思 の も とで 結 束 し,関 係 が 際 立 って明 瞭 な もの にな る。 か つ

利 益 の 大 きい ほ ど,共 属 意 識(逆 に部 外 者 に対 す る排 除意 識)が 強 くな り,

時 には 関 与 者 は この 関係 の 中で のみ 感 情 を働 か せ,他 の 人 間 関係 や 国 家 関

係 を無 視 す る と ころ まで 進 む。 レか し,こ の 利 益 は 流動 的で,強 さ も うつ

ろい や す い もの で あ る。

.3.利 益 は よ り一 般 的 な拡 が りを もっ こ とが 必 要 で あ る。 局所 的 な利 益 か ら

は独 自の生 活 圏 が 形 成 さ れ る こ とは な い。

4.関 与 者 は複 数 の 利 益 に か か わ る こ とがで き,従 っ てい くつ か の 生 活 圏 に

所 属 す.る こ と もあ りう る。

＼ 有 者 の も つ 国 民 文 化 が フ ラ ン ス に お け る 状 態 全 体 を 規 定 して い る の で あ る」(R.Motel,

Gesellschaft5-WiSsenschaf6.40-1,}と も され る。



.謬 ■F..

8(8)第160巻 第1号 .

5.利 益 と結 びつ いた 人 間 の共 存状 態 は,そ の範 囲 の点 で 政 治 的 な限 定 を 目

ざ す もので は ない 。 利 益 を基 礎 とす る こ とで,そ れ を軸 に した 共 通 行動 の

範 囲 は 人為 的 な限 定 を受 けず,広 狭 に は さ ま ざ ま な もの が あ る。
ゲマインシャフト

6.こ の 自然 的 な共 同 社 会 は,そ の 成立 ・完 成 に決 して公 的 な組織 を必 要 と

は しな く,一 般 的 に はそ れ な しに 済 ます 。 この こ と は,こ の特 定状 態 が 大

き な共 通 利 益 か ら派 生 す る もので あ り,そ の利 益 実 現 の た め の行 動 に秩 序

と法 則 が 出 て く るに して も,そ れ は個 人 や 特 定 権 力 に よ る もの で は ない と.

い う事 情 に.よる。確 か に 共通 の利 益 状 態 に は外 的(形 式 的)で 意 図 され た

秩 序 が 備 わ って い る 。 これ ぼ ひ とつ に,関 与 者 が 秩 序 あ る共通 行 為 に よ っ

.て 目的 と利 益 を追 求 す る こ と,他 の ひ とう に国 家 が立 法 を通 して利 益 状 態

に形 態 と指 令 を与 え る こ と,こ れ に よ る。 しか し,こ こに生 ず る形 式 的 秩

序 とい う もの は あ くまで 単 な る偶 然 事 で あ り,当 該 の利 益 を軸 に した 生 活

圏 の 本 質 とはか か わ りの ない もの とみ な さな くて は な らな い。

この よ うな特 性(標 識)を もった 独 自の 共 同生 活 の状 態 は,個 人 の生 活 圏 に

も国 家 に も くみ 込 まれ る こ とな く,あ くま で 共 通 の利 益 に も とず い て結 晶 化

(Krystallisation)さ れ た 独 得 の状 態 とい わ な くて は な ら ない 肘1。これ は 共 通 の

利 益 に よ る ひ と つ の 普 遍 的 状 態 で あ り,自 然 成 長 的 ゲ ノ ッ セ ン シ ャ フ ト.

(naturwUchsigeGenossenschaft)と もい うべ き も の で あ る。 で は次 に,か か

る 自然 的 ゲ ノ ッセ ンシ ャフ トは個 人 生活,な らび に国 家 生 活 の 双 方 と ど こで ど.

の よ うな相 違 を有 す る もの な の か。

まず,個 人生 活 との 相 違 。 個 人生 活 に あ って は個 々人 の 自己 目的 が 中 心 とな

り,自 己 回帰 が そ の特 徴 的傾 向 とな る。 これ に対 し,ゲ ノ ッセ ン シ ャ フ トで は

多 くの人 間が 同時 期 に共通 す る原 因 に導 か れ 一 致 を求 め て 働 き行 動 す る 。 こ こ

に は拡 が り と共1司連 帯 性(Gemeinschaftlichkeit)が 特 徴 的で あ る。 ま た,ゲ

34)ゲ ノッセ ンシャフ トの形成を,「最 も強力な利益 と結びついた自然的な結晶化」侭.Mohl,

Ges已nschaf↑s-WissenSchah,S.44.)と表現するのだが,こ の社会的結晶化という考えによって,
モールが抽象的個人主義的行為から社会が構成されているとみる理論的束縛から免れえたとする

考えがある,E.Pankok巳,α.住・(λ,S.119.
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ノ ッセ ン シ ャ フ トで は.構 成 員(仲 間)は 自己 利益 を追 求 し,変 化 させ る こ と

もで き るが,こ れ は 自分 ひ と りの ため で は な く,初 め は あ くまで 構 成 員 全 体 の

た め で あ り,つ い で結 果 と して の利 益 が 自分 に も還 流 して くる とい う形 を とる。

「ゲ ノ ッセ ンシ ャフ トの もとで は,個 々.人す べ て の 自己 追 求 は必 ず 全 体 を必 要

と し,こ の よ うに して 出 て き た 同時 の,あ るい は継 続 す る数 多 くの促 進 が 共 同

利 益 の た め に 大 きな 力 の源 泉 とな る ので あ る」到。.

次 に,国 家 ・国 家 諸施 設 との相 違 。 国家 にお い て は 一切 が 国民 の 中 にあ る統

一 的 考 え を 実 現 した もの
,そ の外 的 な現 わ れ とい え る。.だが,特 別 利 益 か ら生

じた ゲ ノ ッセ ンシ ャフ ト(以 下,こ れ を利 益 ゲ ノ ッセ ンシ ャ フ ト,Interessen-

Genossenschaften,.と よぶ)で は 逆 で あ り,そ の 拡 が りの 大小,そ の 構 成 員の

多 少 とは か か わ りな く,そ れ ぞれ が ひ とつ の 断 片 的 な生 活 目標 を もっ てい る に.

す ぎな い 。 だ か ら,国 家 と利 益 ゲ ノ ッセ ン シ ャ フ トとい う双 方 の有 機 体 が 目的

遂 行 の 点 で 同 一 主体 とな る こ と もあ り,内 容 的 には 敵対 す る こ とが な い にせ よ,

そ れ らの 間 に は 本 質 的 に異 な った 根 拠 と方 向 が 隠 され,自 然 的 ゲ ノ ッセ ンシ キ

フ トと国 家 制 度 を 同....視した り,混 同す る こ と は,.い ず れ もの本 質 を看 過 す る

こ とに な る。 最 も細 部 に い た る まで 国家 諾 施 設 は国 家 権 力 そ の もの に よ り,あ.

るい は 国 家 か らの 明 白 な委 託 に の っ と り設 立 され,そ の 活動 の規 則,対 象 と範

囲 が 備 え られ るの に反 し,「 利 益 ゲ ノ ヅセ ンシ ャ フ トは 国家 や そ の 意思 と は全

く独 立 して お り,た だ 人 間 の特 定 事 実 に対 す る 自然 的 関係 か ら生 成 ・存 続 す る

もの で あ る」罰。

か か る独 自の状 態 と活 動 を 国家 に帰 属 させ る こ と はで きな い し,ま た国 家 と

は無 関 係 な 存 在 とい う理 由で,こ れ を否 定 す るの も もち ろ ん正 し くな い。 必 ず..

とい うわ けで は な い が,時 に は 自然 的 ゲ ノ ッセ ン シ ャ フ トに も公 的 な機 関 が 備

わ り,国 家 は 法 を 通 じて そ れ との接 触 を保 ち,干 渉 す る こ と もあ る。 国家 干 渉

は,ゲ ノ ッセ ン シ ャ7ト 内 に,公 安 を侵 害 す る不 法 な事 柄 が増 大 す る こ とに眼

35)R.Mohl,GeseHschahg-Wissenschaft,S.47.

36)R.Moh】,Geselkcbafξs-Wi5sen5chaft,S.48.
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を光 らせ,そ の 予 防 を 計 る,.あ る い は 国家 目的 実 現 のた め の支 持 を と りつ.ける

とい う形 で 生 じよ う。 従 い,こ こで は 国家 とゲ ノ ッセ ンシ ャ フ トが 一 見 した と

こ ろ重 な り合 う よ う に映 る。 だ が,本 来 的 に は ゲ ノ ッセ ンシ ャ フ トは 国家 との

関係 の有 無 にか か わ らず 存 続 し,国 家 の外 に あ り独 自の 生 活 を送 る もの とみ な

さ な くて は な ら ない 。

以 上,利 益 ゲ ノ ッセ ン.シャ フ トと個 人,国 家 との相 違 をみ て きた 。 三 者 の違

い が 明 白 に な っ た以...ヒ,この 利益 ゲ ノ ッセ ン シ ャ フ トを特 殊 な,独 立 の カテ ゴ

リー とみ な さ な くて は な る まい 。 利益 ゲ ノ ッセ ンシ ャフ トとは 「個 人 の状 態 と

も,ま た 国 家 的 な統 一 と も混 同さ れ た り結 びつ け られ た りは しない,独 自の 人

間 関係(Verh百lmiss)」37}で あ る。 従 い,そ れ に は.独自の 名 称 が 必 要 と なろ う。

ヨ.一ロ ッバ の す べ て の 言 葉 の 中 で 既 に 一 般 的 な 承 認 を得 て い る,「 社 会 」

.(Gesellsebaft)を も って,こ の 人 間共 同生 活 の状 態 ・人 間関 係 を表 わ す 言 葉 と

しよ う。 こ う して,モ ー ル の もと に初 めて 社 会 概 念 が現 われ,概 念 規 定 され る。

社 会,こ れ はつ ま り 「社 会 的 生 活 圏 」(gesellschaftlicheLebenskreise}の こ と

で あ り,そ れ は まず,特 定 の利 益 か ら展 開 され る 自然 成 長 的 な 人 間 の 共存 関係

」 利 益 ゲ ノ ッセ ン シ ャフ トの 全体 で あ り,そ れ に公 的 な 機 関,法 的秩 序 の有 無

はそ の 本 質 には か か わ らな い 。次 に,か か る強 力 な利益 はま ず そ の構 成 員(仲

間)に,つ い で 間接 的 に 非構 成 員(部 外 者)に 特 定 の 結 果 を もた.ら.し,こ れ を

社 会 的 状 態 とい う。 さ らに,社 会 は特 定 の拡 が りを も って現 存 す る社 会 的形 成

物(gesellschaftlicheGe8taltungen)の 総 体 を さす381。

で は,こ の 社 会 圏 の 具 体 的 内容 は いか な る も のか,そ れ を 数 と種類 でみ てみ

る。 実 に多 くの 異 な った 生 活 圏 が あ り,そ の完 全 な枚 挙 は不 可 能 で あ る。 しか

37)R・M。h監 ・9甲 ・}1・・h・ft・一箱 醐 ・・h面S・49・

38)「 従 い,社 会 的 生 活 圏 は 特 定 の利 益か ら展 開 した 個 型 的 な 自然 的 ゲ ノ ッセ ンシ ャ フ トで あ り,

これ が 公 的 な もの か 否 か は ど うで もよ い ことで あ る;社 会 的 状 態 と はか か る強 力 な 利 益炉 当 初 は

関 与者 に,し か し次 に は 間 接 的 に 部 外者 に もた らす と こ ろの 帰 結 で あ る;結 局 の と ころ社 会 と は,

例 え ば 国家,大 陸 とい った 特 定 の 拡 が りの 中 に実 際 に生 ず る社 会 的 形 成 物 の 総 体 の こ とで あ る」

(R、Mo-d,Ge託nschafts-WissensGI1誼,S.49,G8∬ ゐ励 配Bd.1.S.101,)。 モ ー ルの 社 会 概 念 を端

的 に表 わ す もの と して,し ば しば 引 用 さ れ る一 文 で あ る。
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し,経 験 にそ くして.みてみ る と,以 下 の6つ の 根拠 に も とず い て社 会 的形 成 物

が 構 成 され て い る こ とが わか る細。

1)同 一 国 家 内 で の さ ま ざ ま な種 族(Stamme),あ る い は.人種(Race)の.

共 存 生 活

2>特 定 家 族 の特 権 が 世襲 的 に承認 を受 け た もの。 世 襲 貴 族 くErbadel)。 こ

.れ は 国家 に よ る一一時 的 な特 権 授 与 や 所 有 関 係 とは別 の もの とい え る。

3).営 業 で の 就 業(gewerblicheBeschaftigung)。 特 に就 業 か ら規 制 され た

居 住 ・隣 人関 係,等 との結 びつ きに お い て。 強 力 な 身 分 制 度 の も とに み ら

れ る よ うに,こ の 就 業 と相続 とが 結 びつ い た 場 合 に は,す べ て の 人 を と り

込み,切 り くず す こ との ほ とん ど不 可 能 な独 得 の社 会 形 成 が み られ る 。..

4)所 有 。 これ は種 類 と配 分 の 両面 か.ら捉 え られ る。 前 者 か らは,土 地 所 有

者 ま た動 産所 有 者 の さ まざ まな 生 活 圏 が,ま た 後 者 か ら は,富 者,中 産 階

級,貧 者,さ らに プ ロ レタ リアー トの社 会 的諸 現 象 が 現 わ れ て くる。

5)ま とま っ た 居 住 地 域 内 で の 共 同 連 帯 的 な 生 活 。 こ こか ら共 同 体 生 活

(Gemeindeleben)が 出 て くる。

6)宗 教 。 人 口全 体 が あ る信仰 に従 う とい う比 較 的単 純 な場 合 で も,信 仰 上

の 強 力 な 利益 か ら重 大 な 国家 外 状 態 が 出 て くる。 さ ま ざ ま な宗 教 の あ る場

合 に は,こ の状 態 は は るか に鋭 敏 に多 様 な形態 の 中 に現 わ れ て くる。

以 上,そ れ ぞ れ の 場面 に お い て,特 定 の 利 益 が 結 晶 化 の核 とな り,種 々の 社 会

的生 活 圏一 人 種 別 共存,貴 族 身分,就 業 者 集 団,経 済 的富 裕 別 階 層,地 域 共

同体,宗 派 別 集 団 そ れ ぞ れ の生 活 状 態 一 が 形 成 され る とい うわ けで あ る。 と

こ ろで,.こ れ ら社 会状 態 は常 に 同 じ性 質 を保 つ わ けで はな い。 社 会 は 国民 と時 .

代 の違 う ご と に非 常 に異 な った性 格 を帯 び る。 この 変 化 は,第1に,人 種 構 成,

身分 構 成 や 貴 族 制,宗 教 分 裂 の 多様 性 に み られ る よ う に,国 民 の事 実 状 態 は相

互 にか け離 れ,そ れ ぞ れ に作用 す る利 益 の数 も均 等 に配 分 され て い るわ けで は

な い 。 第2に,利 益 そ の もの が さ ま ざ ま な度 合 の強 さ と拡 が りを有 し,こ れ に

39)R.Mohl,Gesellschafts.Wissヒnsch印ft,S.50-1.
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応 じて社会的形成物の強弱に違いが出て くる。.第3に,ど の利益 も別の利益と.

.からみ合い,こ こからよ り複雑な社会状態や結果が生まれてくる。この3つ の

原因によるものである。従 って,人 間の社会的生活圏には多様性が満ちており,

すべてこれらをくみ尽すことは不可能ではある。採るべき方法は,具 体的事例

での合理的観察,ま た原因結果関係の鋭敏な発見にもとず く認識と判断にしか

ない。

みてきたように,モ ー.ル社会概念の特徴は,社 会を第三の人間共同生活のあ

り方 とし,そ れを社会的生活圏とよび,そ の本質を共通利益を軸に特定意思 ・

行動に従 う人間関係 ・状態にあるとした。従い,社 会はその成立からみると,

国家権力や法的強権 とは独立 した自然発生的な人間関係=自 然的ゲノッセン

シャフトであり,内 実からみると特定利益を核にした人間の共存関係=利 益ゲ
ザツハ リツヒ

ノ ッセ ンシ ャフ トで あ る。 事物 的 に考 え れ ば こ う して 形 成 され た 組 織 や 団体,

人 間集 団や 階層,つ ま りモ ー ルの い う社 会 的形 成 物 の総 体 が 社 会 とい う こ とに

な ろ う。 そ して,こ の利 益 ゲ ノ ッセ ン シ ャ フ トが 追 求 し,直 接 そ の 仲 間 に.,つ

い で部 外 者 に もた ら され る結 果 を社 会状 態 とよ んで い た 。

3.ボ ル ンは モ ー ルが 行 政 学 を狭 い 法学 の枠 か ら解 き放 ち,そ の 体 系 化 を 試 み,

ま た 経 験 的 事 実 を盛 込 ん だ 点 を 高 く評 価 し,「 ドイ ツ にお け る政 治 的学 問 の 最

初 の 偉 大 な経 験 主義 者(Empiriker)で あ った 。 経 験 主 義 者 と して,彼 は早 い

時 期 に労働 者 問 題 の 重 要 性 を.認め て い た♪① とみ る。 しか し,こ の モ ー ル の研

究 は ドイ ツ で長 い 間無 視 され,最 近 に な って あ る程 度 の発 見 が なさ れ ね ば な ら

な か った とす る。 そ の理 由 は,プ ロ イセ ン型 の ライ ヒ設 立 後,裁 判 や 行 政 を 法

律..ヒの規 範 に お く単 な る法 治 国 家 の みが 運 営 され たか らで あ り,こ の た め ドイ

ツに お け る 政治 的学 問 は二 世代 にわ た って萎 縮 を余 儀 な くされ た とい う。 モ ー

ル に と り,国 家 は決 して夜 警 国 家 で は な く,一 切 の生 活 領 域 に介 入 す る権利 と

義 務 と を国 家 と行 政 に認 め た。 従 い,モ ー ル の い うPolizeiと は行 政 全般 を 指

す 言 葉 で あ り,何 ら軽 蔑 的 な 意 味 を含 む もの で は な い。 行 政 学(Polizei-

4Q)K.Bom,aaO.,S.41-2.
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wissenschaft)研 究 を通 じ,国 家 の 諸 生 活 圏へ の介 入,行 政 権 の 行使 に よ っ て

もな お くみ 尽 さ れ ず統 制 も不 可 能 な 人 間共 同生 活 様 式 の 現 存 す る こ とを認 識 す

る。 これ は 旧 来 の 国 家 科学 で は正 当 に と り扱 わ れ ず,国 家 権 力 ・国家 制 度 とは

独 立 の 国 家 外 存在 で あ り,場 合 に よ っ て は国 家 権 力 と衝 突 し,そ れ を 覆す ほ ど

の エ ネ ルギ ー を ひ め た 存在 とな る。 モ ー ル は行 政 学研 究,な らび に19世 紀40年

代 の 自 らの 歴 史経 験 か ら,こ の現 実 を敏 感 に受 け とめ る411。.

モ ー ル社 会 理 論 は,旧 体 制 の動 揺 ・崩 壊 の 中か ら現 わ れ つつ あ る新 た な社 会

構 成 の 実 体 を つ き とめ よ う とす る努 力 の成 果 で あ り,同 時代 の 多 くの論 者 の社

.会 概 念 例 え ば,リ ー ル の い う社 会 状 態,V.A.ヒ ューバ ー の結 合(Assozia-

tion),ま た シ ュ タイ ンの 階級,等 温 とな らび,社 会 化(Ve■gesellschaftung).

につ い て の ひ とつ の モ デ ルで あ り,「 工 業 で の 分 業 の構 成 を捉 え,敵 対 的 な い

し多 元 的 な構 造 を も った 社 会 の 複 雑 さ を 理 論 的 に 正 し く評 価 しよ う とす る試

み 」姻 と位 置 ず け られ て い るqつ ま り,工 業 化 に 伴 う これ ま で の 共 同社 会 の 解

体,財 産 所 有 の不 均 衡 の拡 大,資 本 と労働 の対 立,大 衆 的 貧 困,プ ロ レタ リ

アー ト化,暴 民(Pobel)化 一 これ ら の 問 題 へ の 配 慮 ・救 済 を行 政 学 と政 策

学(社 会 政 策)の 課題 と しつ つ も,新 た な社 会 現 象 の 根底 に横 たわ る人 間共 存

の あ り方 へ切 り込 ま な くて は真 の解 決 は ない とみ た の が モ ー ルで あ った 。

プログラム

モ ー ル社 会 概 念 は独 得 の 政 治 綱 領 と も結 び つ く。 貧 民 化 ・暴 民 化 ・時 と し

て 血 な ま ぐさ い衝 突 を もひ き起 す 社 会 動 乱一 か か る危 機 的状 況 を 回避 す る に

は い か な る 手 だ て が あ るか 。 危 機 を爆 発 させ る種 を は らん だ社 会 に対 す る冷 静

な 理 論 的 分析,そ れ に もとず く 「悪 しき理 論 」 との精 神 闘 争で の勝 利,こ れ を

通 じて 大 衆(国 民)の 急 進 化 を防 ぎ,彼 ら を穏健 な議 会民 主主 義 体 制 へ と り込.

む こ と,こ の 議会 の場 で さ ま ざ ま な党 派 の利 益衝 突 を緩 和 ・調 整 してゆ くこ と,

これ で あ る。 こ う して,モ ー ルの い う職 業 身分(Berufsst証nde)別 構 成 の 議 会

41)当 時,国 家理念の専制支配から社会概念を解放 しようとすることが先進的な研究者のスローガ

ンのひとつであったが,モ ールこそそれに最 も成功 した人物と評されている。E.PankDke,鳳 鳳

0.,S.108.

42)E.PankQke,α.鳳0.,5.14.
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を 基礎 に した議 会制 統 治 体 制 が,そ の社 会概 念 を基 礎 にお い て 構 想 され る こ と

に な る。つ ま り,利 益 ゲ ノ ッセ ンシ ャ フ トの基 体 は,同 じ職 業 に従 事 し,同 じ

身 分 の 人 間 関係 に あ り,同 一 職 業 身分層 か ら代 表 を送 る こ とに よ って 自 らの 関

心 ・考 え ・利益 を公 然 と主 張 で き よ う。 こ うす る こ とで,多 数 の錯 綜 した 利 害

関 係 の 対 立 を避 け,当 時 の状 況 下 で の 最 大 の 国 民 参加 の下,穏 健 な 国家 と社 会

運 営 が 可 能 にな る と考 え られ てい た。 この 点 を指 して ア ンゲ ル マ ンは,モ 「 ル

の場 合,一 方 で 社 会 全体 を さ ま ざ ま な利 益(経 済 的 ・社 会 的 ・宗 教 的)を もっ

た 多数 の グ ルー プへ 分解 す る こ とで 原 子 論 的 国 家 観 を克服 し,他 方 で ブ ル ジ ョ

ア ジ ー と プ ロ レ タ リ アー トの経 済 的対 立 に還 元 す る階 級 闘 争思 考 を もはね つ け

た。 この結 果,「 社 会 全 体 を構 成 す る社 会 的利 益 グ ル ー プ が 多 数 存 在 す るの を

認 め る こ とで,部 分 的 ゲ ノ ッセ ン シ ャ フ トの もつ 方 向 の さ まざ まな 権利 亭 利 益

が,代 表 を通 じた国 家 の 意 思 形 成 の も とで 有 効 とな り,そ れ に よ って統 治 され

な くて は な ら ない 」43}とい う展 望 が 出 て きた,と 評 して い る。 自由 主 義 的政 策

家 と して の モ ー ル の考 えで あ り,既 述 の職 業 身分 別 に構 成 され た 国 会 を基 礎 に

した議 会 制統 治 シ ス テ ム の提 唱 で あ った 。 こ こで い う,職 業 身分 とは,さ まざ

ま あ る 社会 圏 を代 表 す る 者 をい い,具 体 的 に は 大土 地 お よ び小 土 地 所 有,商 工

業,賃 金労 働 とい っ た物 的基 礎 上 にあ る圏,さ らに精 神 的利 益 と結 びつ い た 圏,

.つ ま り教 会,あ らゆ る形 の学 識 ・芸 術 ・官 吏 階級,そ して市 町村 内 に くみ 込 ま

れ た 共 同 生 活 か らの代 表 者 で あ る。 この 職 業 と身分 を混 合 させ た社 会 圏 の 複 合

の 中 か ら,然 る べ き代 表 を適 切 な割 合 で 選 び出 し,国 民 代 表 制 を構 想 す るわ け

で あ る。 こ こに は,既 述 の利 益 ゲ ノ ッセ ン シ ャ フ トを事 物 的 に構 成 してい た社

会 的 構 成 物 の 分 類 ・整 理 が色 濃 く反 映 され て い よ う。社 会概 念 と結 びつ い た 独

得 の政 治 プ ロ グ ラム とい うの は こ の こ とを指 ず ㌔

43)E.Ang㎜a皿 侃乱α,S.76.

44)モ ールの職業身分別構成による議会制の構想については,R.Mold,DasR¢pr函sentativsys甑

seineM註ngelunddiqHeihnlttel、D8燃`加 典例ψoh【 泣hア.ift,IIL3,1852,SS.145-235.で提示

されている。これについては,E..Ange㎜a皿n,.aO.,S.417ff.,同 じく,ZweiTypendesAu.

δglcichsgesdl箪chaf出c卜erlnteressendurohStaatsgewalt,&側fκ脳fGげ鍔1Z∬罐 加 ぬ"'冥ぬεr

怖,7雁π1815-1898,hrsg、vonW.C。nze,Stuttgart,1962,S.173-205.さ らに,村 上淳....・ノ
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19世 紀 中 葉,国 家 と社 会 の 関係,後 者 の 独 自の存 在 を意 識 し分 析 しよ う と し

た 論 者 は モ ー ル を 初 め,既 に挙 げ た者 を も含 め,そ の数 は.多い。 こ う した 中で,

モ ー ル 社 会概 念 が最 も鋭 敏 な もの で あ った とさ れ る の だ が,そ れ を可 能 に した

.理 由 の ひ とつ に そ の経 験 に そ くし た事 実 観 察 の 態度 が あ る と考 え られ る。 歴 史

的 事 実 と して,1840-50年 代 ドイ ツ 内外 で は 実 に 数 多 くの大.会,団 体 ・協 会,

組 合 ・結 社,同 盟 が結 成 され,さ ま ざ ま な方 向 で 自己利 益 の主 張,利 益 実 現 の

た め の 行 動 を 開 始 して い る。 いわ く,「 勤 労 者 諸1智級 福 祉協 会 」(ユ844年),「 ゲ

ルマ ニ ス ト大 会」(46,47年),「 ドイ ツ手 工:業者 ・営 業 者 会 議 」(48年),「 ドイ

ツ手 工 業 者 大 会 」(48年),「 全 ドイ ツ労 働 者 会 議 」(48年),「 労 働 者 友 愛 会 」

.(48年),他 方 の急 進 派 に よ るパ リで の 「ドイ ツ亡 命 者 同盟 」(34年),.「 ドイ ツ.

正 義 者 同盟 」(36年 〉,「共 産 主 義 者 同 盟 」(48年),等 々。 これ ら に 旧 来 か らの

政 治協 会,.宗 教 諸 団体 や 非 政 治 的 な読 書 や 教 育協 会 を加 え る とρ その 枚 挙 の い

と ま もな い ほ どで あ る。 ま さ し く,こ れ ら はモ ー ルの い う,共 通 の利 益 を核 に

.した 結 晶 化 の 産物=社 会 的構 成 物 で あ り,利 益 ゲ ノ ッセ ン シ ャフ トの 具 象 物 に

他 な らな い 。 とい う こ とは,モ ー ル は こ う した 諸組 織 ・運動 を念 頭 に お き,こ.

れ らの 総 体 が社 会 の 実体 で あ り,し か しな が らそ の 利益 ・運 動 の方 向 が 個 々ば

らば らで あ る こ とを み て とっ たの で あ ろ う。 この現 実 を.前に した モ ー ルの 観 察

眼 が 国 家外 存在 と して の利 益 ゲ ノ ッセ ン シ ャ フ トを捉 え,彼 を してそ の 目的,

形 態,結 果 の 分 析 へ か り立 て た の で あ ろ う。 後 に テ ン ニ ー ス は,当 時 多 くの

人 々 が 社 会 とい う概 念 を 国家 と は異 な った 構 成体 と して受 け とめ,そ れ を何 ら

か の 形 で 規 定 しよ う と努 め たが,そ の 中で 最 も.入念 かつ 根 本 的 に それ を行 った

の が モ ー ル そ の 人で あ っ た と評 し,そ の 特 徴 は 人 間 の共 存 生活 を生 物 学 的,な.

い し心 理 学 的認 識 か ら区別 して,明 確 に社 会 学 的分 析 の対 象 に据 えた こ と にあ

る と して い る樹。社 会 を そ の もの と して,他 の存 在 か らの 類推 か らで は な く,

＼ 「ロー ベ ル ト ・フ.オ ン ・モ ー ル とヘ ルマ ン ・レー ス ラ ー の社 会 理 論 」 野 田良 之 先 生 古 稀 記 念 「東

西 法 文 化 の⊥ヒ較 と交 流 』 有 斐 問,1983年,157ペ ー ジ以 卜,同 じ く,「 ドイ ツ市 民 法 更j東 京 大 学

出 版 会,1995年,181ペー ジ以 下,で 論 じられ て い るの で 参 照 の こ と。

45)F.T6nnLes、Entwicklu㎎derSoziologie血DeutschLand㎞19.Jahrhund姐,Dieノ
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社 会 科 学 的経 験 観 察 の 対 象 にお き,そ の 捕捉 に と り組 んだ 結 果 が モ ー ル社 会概

念で あ った とい うこ とに な ろ う。

以 上,モ ー ル は独 自 の生 活 圏 と して の 社 会 に ゆ きつ い た6社 会 は 国家 の 下 に

埋 没 す る もので も,個 人 の 単 な る併 存,ま た 機械 的 な 集合 で もな く,栗 通 利 益.

を核 とす る人 間結 合 の複 合 と して 捉 え られ,そ の 目的,形 態,構 成 まで は明 ら

か ださ れ た 。 だが,.モ ー ル の社 会 概 念 は そ こか ら議 会 制度(国 民 代 表制 のあ り

方 〉 を め ぐ る問題 へ移 行 す るq国 法 学 者 と して の モ ー ル の 本来 の思 考 で は あ る
トタリテ　 ト

が,こ の 社 会 そ の ものが,歴 史 過 程 の ど こに 位 置 し,総 体 と して の社 会 を う

み 出 し,そ の あ り方や 展 開方 向 を規 定 す る よ り基 本 的 な 条 件 と要 因 は何 か につ

い ての 究 明 が 欠 けて い る。 社 会 内部,社 会 と国 家 の 対 立 ・衝 突 を語 っ た とこ ろ

で,.そ れ ら を誘 発 す る根 本 的 契 機 が 析 出 さ れ な い ま ま に 終 って い る。 利 益 ゲ

ノ ッセ ンシ ャフ.トの複 合 とい うだ けで は,そ こで の 諸 関 係 ・形 態 を規 定 して い

る物 的 生 産 過 程 に隠 され た 人 間 関係 の仕 組 み は不 明 の まま で あ る。 これ が 明 ら

か に さ れ て,人 そ れ ぞ れ が 思 考 し行 動 す る 本 来 の 動 機,そ れ ぞ れ が もつIn・

teresseの 成 立,関 連(依 存 や 対 立 関 係)が 把 握 可 能 とな り,モ ー ルの い う利

益 ゲ ノ ッセ ンシ ャフ トな る もの の実 体 が 掴 み うる ので はな い か 。 モ ー ル社 会概

念 の積 極 的意 義 を十 分 評価 しな が ら も,や は りそ の限 界 と して 指 摘 して お か な

くて は な ら ない 点 で あ ろ う。

IV社 会構成の数量化への途

1.モ ー ル の い う利 益 ゲ ノ ッセ ン シ ャ フ トと して の社 会 的 生 活 圏 は 次 の よ うな

事 実か ら成 り立 っ て いた 。 身分,共 同体 生活,人 種,労 働 ・所 有 関 係 か らの 生

活 圏,そ の 他で あ る。 さ ら に これ は経験 に よ りそ く した形 で,種 族 ・人 種 の 共

存 生 活,貴 族 身分,営 業 上 の就 業,所 有,共 同体 生 活,そ して 宗 教 の6つ に 細

分 され て い た。 これ らは 入 間 の共 同生 活 の 中 心=ゲ ノ ッセ ンシ ャフ ト形 成 の 契

＼E雁 頗`肋 π9ぬr4備`西 柳%`燃 瑠`加 病 婦 耐 肋 例 鷹 肋 勧 』α桶 槻 頑醒 、TelLl.XIV,Leip・

zig.1908,S.22.
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機 を なす 利 益 の 種 類 とあ り場 所 を示 して い る。 完 全 な.枚挙 とは ゆか ない まで も,

こ う した事 実 領 域 にみ られ る重 要 な社 会 状 態(関 係)を と り挙 げ た点 に,そ れ

以 前 に はみ られ なか った試 み と して,積 極 的 な評 価 が 与 え られ,ま.た モ 」 ルの

分 析 を して 「経 験 科 学 的 」⑥ と性 格 づ け る根 拠 が あ る。

で は,こ の 経 験 科 学 的 方 向 を よ り進 めて,モ ー ル 社 会 概 念 を 実 際 に数 量(統

計)を もって 具 体 化 す る こ とはで きな いか 。 も し,で き る とす れ ば,そ れ は ど

の よ うな形 で か 。 つ ま り,社 会概 念 に対 す る社 会 経 済 統 計 を 用 い た数 量 把 握 の

可 能性 を検 討 す る こ とで あ る。 よ り具 体 的 にい う と,人 口 統 計,営 業 ・職 業 統

計等 を用 い て,上 述 の 個 別社 会 圏 の規 模 ・構 成 を表 示 し,ひ い て は全 人 口 の社

会構 成(soz,Gliederung)を 具 体 的 数 量 的 に 説 明す る.ことが で.きる の で は ない

か 。 そ して,モ ー ル社 会概 念 は,本 人 の意 識 す る と否 とに か か わ らず,そ の可

能性 を現 実 性 に転 化 させ る媒 介項 の役 割 を果 た し,こ の 点 で ドイ ツ社 会統 計 の

展 開 に重 要 な貢 献 を な した の で は な いか 。 な る ほ ど,モ ー ル の ゲ ノ ッセ ンシ ャ.

フ ト論 に は,少 なか らず 旧 時代 の社 会 体 制 か らの 痕 跡 を残 して は い る 。特 に 身

分 制 度 とそ の構 成 につ い て は そ うで あ る。 しか し,こ れ を現 実 に そ く して解 体

させ,社 会 階級 ・階 層 とよみ 替 え,職 業 分 野 と地 位 分 類 を組.合せ る こ とに よ っ

て,後 の ドイ ツ職 業=営 業 統 計 で採 用 さ れ る職 業 身分 別構 成一a>業 主(含,

地 主 ・自立 農 民),b>管 理 的 公 務 員 ・技 術 者 ・監 督者,c)労 働 者 ・家 内就 業

者 ・下僕 ・日雇 い 入一 の網 の 中 で 人 口構 成 を具 象 化 す る途 が 開 か れ て くる。

技 術 的 困難 は い くつ か 残 ろ うが,し か し原 理 的 にみ てモ ー ル社.会概念 の統 計 指

標 化 ≡人 口 の社 会 構 成 別 表 示 は可 能 とな る。 本 論 の 当初 で 述 べ た,ド イ ツ社 会.

統 計 展 開 の理 論 的促 進 要 因 と レて 挙 げ た,社 会 の発 見 ・概 念 定 式 化 とは この点

を指 す 。 モ ー ル社 会 概 念 はそ の典 型 で あ る。

近 代 社 会 に お け る社 会 経 済 統計 確 立 の メル クマ ー ル を求 め る とす れ ば,そ れ

は全 国 規模 で 同 一様 式 に も とず き実 施 さ れ る 人 ロ セ ンサ ス にあ る とい う こ とに

な ろ う。 ドイ ツに お け る最 初 の 人 口 セ ンサ ス実 施 は1871年12月 の こ とで あ り,.

46)E,Pankokq鳳 像α,S.119,160.
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統計先進国イギリス,ベ ルギーなどでは1840年 代に近代的センサスが既行され

ていたのに較べるとその遅れは歴然としている。とはいえ,人 口調査はいわば

社会構成主体(国 民〉に関する即自的で外延的な把握であり,よ り大きな問題

は,国 民の社会構成を写 し出す統計をどのような形で作成するかにある。それ

は初めは身分別,次 に営業 ・職業別,そ して階級 ・階層別統計の形をとって編

成されてゆ くものであり,人 口センサスに比しはるかに重要な社会の内面を反

映する統計であり,ま た調査としてもより多くの理論的 ・技術的困難を伴 う。

私見では,人]セ ンサスを端緒とはしながら,そ れに続いてこの人口の社会構

成別統計作成が近代的統計確立の実質的な契機になるかと考えられる。人口,

商業(関 税,貿 易),通 運,鉱 山統計が社会経済統計の第一次項目とすれば,

第二段階に農業 儂 家,土 地利用,家 畜,作 物)統 計と狭義の営業(商 工業)

調査が続 き,こ こで国民の社会経済構成が問題 となる。そして第三段階として,

種々の 「社会問題」を写 し出す統計や経済現象の内部に及ぶ統計が実現 してゆ

く。これが,社 会統計の一般的な展開コースか と考えられるが,そ の中で国民

の社会経済構成≡階級構成表の作成は統計による国民の社会経済的属性の全容

描写,別 面か らすれば国家による諸階級 ・階層の実勢掌握が成立するとい う点

で決定的な重みをもつ。

この点に関し,モ ール社会概念の提示に少 し遅れた1860年 代,関 税同盟統計

に深いかかわ りをもちながら,ド イツ社会のあり方と変化をつぶさにみてきた

G,v.フ ィーバーンは階級社会の到来を敏感に受けとり,次 のように述べて

いる。 ドイツでは各国に計29の 君主家族があり,そ の下で国民はその素姓 と
ハイギ　 ト

郷 土=所 有 関 係 に よ っ て,貴 族 ・市 民 ・農 民 身 分 に い まだ 分 類 さ れ るが,し

か し.「 こ う し た 社 会 構 成 の 自然 的 基 本 線 は 文 化 が 進 む に つ れ,職 業 分 野

(Berufssphare)が 個 々人 の才 能 と素 質 とに 規 定 され る特 別 の 形 を と り出 す こ

とに よ り全 能 の もの で は な くな る。 この た め,職 業 身 分(Berufsstande)が 広

汎 で,か つ 市 民 社 会 の 中 に深 く くい 入 る よ うに な った 区分(Scheidung)と 機

構 を もた らす こ とに な った 。形 成 が よ り進 めば,最 終 的 に は 全 身分 系 列 を通 じ
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て 財 産,修 養,社 会 的 立 場 別 の 晧 濠 直 会(Klassenunterschied)が ゆ きわ た る

よ うに な る」切 と。 フ ィーバ ー ンは こ こか ら,第1階 級1「 上流 階級 」 と して,

土 地 貴 族,商 業 ・工 業 ・国 務 で 指 導 的立 場 にあ る層 。 第2に 「中 間 身分 」,こ

こに は健 全 な市 民 生 活 を支 え て い る公 務 員,営 業 者 層,.商 人層 が属 し,こ れ ら

が 共 同体(Gemeinwesen)の 基 本 柱 を 成 し,他 国 に 較 べ ドイ ツで は この 点 で

中 間 身分 が 確 固 た る位 置 を 占 め て い る とさ れ る。 そ して 第3に 「庶 民 」(der

.gcmeineMann),あ るい は 「労 働 者 階 級 」 と よ ば れ る 階級 。 自分 の 手 で 稼 ぐ

こ とで 自 らの欲 求 を充 た す 者,初 歩 的 な修 養 しか 収 め てい ない 層 が これ で あ り,

小 市 民,農 夫,そ して労 御 者 が そ れ で あ り,数 量 的 に は 木 口 の主 た る部分 を成

し,ζ の 層 の公 正 と秩 序 意識 と に民 族(Nation)の 存 続 と進 歩 とが よ り懸 って

い る。.この よ うな三 階 級 区 分 を提 示 す る鮒。 時 には,貴 族 対市 民,聖 職 者 対 信

徒,軍 人 対 市 民,工 場 主 対 労 働 者 間 に争 い もあ るが,ド イ ツで は全 般 的 にみ て

身分 間,階 級 間 に 友好 な 関係 が 保 たれ て い る とみ る フ ィー バ ー ンの プ ロ イセ ン

特 権 官 僚 と して の保 守 的 な 眼 を も って して も,い ま や 旧 来 の 身分 社 会 をお しの

け,身 分 区 別 を もお.し込 ん だ形 で 階級 区別 が 社 会 構 成 の 基本 関係 に な って ゆ く

現 実 を否 定 す る こ とは で きな か っ た ので あ るg

旧体 制 の 身 分 制 の 残 滓 を含 み な が ら も,時 ほ既 に資 本対 労 働 を軸 に した 階 級

社 会 に到 達 して い る。 この認 識が 社 会統 計 を して 人 口 の 社 会構 成 を描 き出す 動

機 とな り,逆 に深 刻 な 課 題 を 負わ され た社 会 統 計 が,そ の よ り一 層 の拡 充 を 目

ざす 契 機 と もな って ゆ く。 こ う考 え る と,モ ー ルが 社 会 を構 成す る事 実 と して

並 置 した6つ の ゲ ノ ッセ ン シ ャフ トは 身分,職 業,階 級 ・階 層 を 明確 に分 離,

規 定 しない ま ま,次 の 段 階 で そ れ らが 階級 と して再 編 成 され る材料 を準 備 して

い た もの と評 価 で きるの で は な い か 。 フ ィーバ ー ン の観 点 よ り10年 前 の モ ー ル.

の視 線 に は,ま だ 階 級 ・階 層 概 念 が 明 鋭 な 輪郭 を も っ て浮 ん で きて は い な い。

47)G.v.Viebahn,5翻 意罐 ゴ8∫宮o`'τ》爾 η'enusednor`朗 読 鰓 脚 μ傭 ぬムz死出,Tei聖2,Her[in,1862.S.

.302.

48}G、v.Vieba㎞,α 、.O.'s.322、
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しか し,そ こに潜 在.してい た もの は,ま ぎれ もな く特 に所 有 と労 働 関 係 に よ.っ

て 規 定 され た近 代 社 会 の階 級 一階 層 関係 の重 要性 に対 す る 関心 と意 識 で あ った 。

2.ド イ ツ社 会統 計 の 展 開 にみ られ た 大 きな特 徴 の ひ とつ に,人 口 の 社 会構 成

へ の 関心 が 実 に早 くか ら浮 上 し,か つ構 成表 作 成 へ の実 際 的 と り組 み が勢 力 的

に くり拡 げ られ た こ とが あ る。 この 人 口 の社 会 構 成 とい うの は,人 口 セ ンサ ス

で の 一般 的 調 査 項 目(氏 名,性,年 齢,配 偶 関係,家 族 内 身分,国 籍,宗 教)

の他 に,就 業 関 連 項 目を 追 加 す る一 多 くの 国 々で は この 方式 を採 ったが 一 一

こ とで は済 まず,そ れ に よ.って表 示 され る社 会 構 成 は産 業 ・職 業 別 人 口(性 別

を伴 った)分 類 に 留 ま り,不 充 分 な もので しか な い 。 人 口 の社 会 階級 ・階 層 別

構 成 を 産 業 ・職 業,性 ・年 齢 別 分 類 と ク ロス させ る,つ ま り人 口 集 団 の 立体

的 ・内 包 的 構 成 を網 羅 的 に描 き 出す た め には 別 途 の統 計 調 査 が 必 要 とな る。 そ

う イ ヒ

れ は何 か 。 ドイ ツ帝 国 職 業=営 業 調 査(Berufs・undGewelbe痴hlung)に 他

な らな い 。 実 は,こ の調 査 こそ,モ ー ル を先 駆者 の ひ と りに して始 ま った社 会

の 発 見 とそ の概 念 定 式 化,構 成 分 類 の 理 論 的研 鑚 の後 を受 け,約30年 後 に そ の

成 果 を社 会統 計 の場 面 で 実 現 させ た もの と考 え.られ る。

人 口 の社 会経 済 的特 性 を把 握 す るた め の 第 …次 接 近 と して は,人 口 セ ンサ ス

の 中 に労 働 ・就 業 状 態 を示 す 調 査項 目を と り入 れ る こ とが あ る。事 実,第1回

ドイ ツ人 口調 査 に おい て もそ の調 査 票 の 第ユ0項目 に14歳 以上 の者 につ いて 「職

業,あ る い は生 業(Erwerb)分 野 。 主 た る職 業:収 入 と結 びつ い た 副 就 業;

労 働 一雇 用 関係 」 が 盛 込 まれ,続 く第2回 セ ンサ スで も 「職 業 お よ び生 業分 野」

と して,.主 た る職 業 に つ い ℃ 「8.主 た る職 業,主 た る生業 ,あ るい は主 た る

生 計 源 の 名称,9.主 た る職 業 にお け る労 働 一雇 用 関係 」 が,さ らに 「10.収

入 と結 びつ い た一 時 的副 就 業 」 の3項 目が 掲 げ られ て い る49}。だ が,こ れ らは

49)こ の75年調査はことに職業と営業関係に力を入れた調査といわれ,人 口センサスと連繋して,

同時にすべての独立経営体に関する営業調査を行い,特 別に 「1875年12月1目ドイツ営業調査結
フ イ ヒ

果」の項 目のもとに,そ の結果の集計 ・分類 が 「ドイツ帝 国統計』 第34,35巻 として全4冊 にま

たがって公刊されてい る.5血 廊融4ε51》 酬 伽 ηR8勲 ∫,Ed,34,35,1878.だ が,こ こでは営業

統計 作成 が緊急 なもの とされ,.人 口調 査にあった個 々人の職業についての資料の加1:は 放棄せ ざ

る をえなか った。 この点 で集 め られ た資料 を十 分活か し切 れ なかった とされ るひ5r識 ∫勲/
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あ くまで も人 口調 査 へ の 添加 項 目にす ぎず,独 立 した社 会経 済構 成 の 調 査 とは
ラ イ ヒ

いえない。実は,既 述の 「関税同盟統計拡充委員会」は帝国形成以前に早 くも

人口調査 とならんで,人 口の職業 ・営業状態の実相把握の重要性を意識 し,人

[調 査実施次年の5年 ごとにセンサスとして職業=営 業調査を行 うべ きとし,

調査 目的 ・実施方法 ・調査票案までをも,1870年2月 に用意していた。それに

よると,個 人経営はもとより,国 家,・自治体,同 盟,株 式会社,組 合,お よび

団体,等 の有するすべての経営主体(こ の場合は農林業を除いた狭義の営業主

体)を 対象に,

)

)

)

a

b

C

)

〉

」
U

e

個 別独立経営 の数 と場所

雇用主の数(性 別)

被雇用者数 技術 的修養のある監督者,商 業監督者(性 別)

14歳 以上の雇い人(Gehulfe),徒 弟(Lehrling>,

労働者(Arbeiter>,等 々(性 別)

14歳 以下児童(性 別)

原動機(Motor>の 数 と種類,で きれ ばその動力

特 定の作業機械,道 具,装 置 を特徴 とす る営 業の場 合,そ の数 と種類。 よ り詳細

なそれ らの名称 は当該営業のために控 える

一 それ以上の任意 の報告項 目は次 のものがあ る

正〕 年間 に支払わ れた俸 給 ・賃金総額 〔含,現 物給付 の貨幣価値)。 これが確 かめ ら

れた場合,一 般報告,あ るいは臨時報 告の形で,個.々 の労働者 カテゴ リーの年 間

収入総額

g)被 雇用者 の疾 症,災 害,老 齢障害 の場合 の扶 養,そ の死後残 された者 の扶 養 の

種 類 と程度.

h)最 も多 く扱 って いる品物 と商品の(生 産現場で の)販 売価格(特 徴的 な単位で)

この5+3項 目が 調 査 され るべ し とな って い る鋤。 これ を たた き台 に して 同委

員 会 は さ ら に何 度 もの 会 合 で 検 討 ・修 正 を 加 え,187]年8月19日 同委 員 会 の

＼desDeeexhenRelchs,NeueFolge,Bd.101,1897,5.28.人 口 セ ンサ ス と職 業 ・営 業 調 査 を 同時

に行 うこ とが 困 難 で あ り,そ られ を 別 々 の セ ンサ ス と して 実 施 す る方 針 が 出 て くる 。

5G)5翅 醇`酌465Dε 鶴`馳 刀R8'`廊,Bd.1,1873,s、16.結 果 的 に み る と,こ の 諮 問 は,O以 下 を除

き,そ のの 一司 の項 目を と り入れ た 職業 ・営 業 調 査 と して10年 後 に 実 現 さ れ る こ.と に な る。
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「報 告 ・第18号 」 の 中 で,72年5月1日 実 施 を予 定 した調 査 票 原 案 の公 表 に ま

で 進 む5D。 しか し,こ の72年 調 査 は実 現 に はい た ら なか った 。 そ の 後 も,前 述

の よ うに,75年 人 口調 査 で 主職 業 と 副就 業 に また が る3つ の,ま た80年 調査 で

は職 業,あ るい は 生業 分 野 の 名 称 と労 働 一雇 用 関 係 の2つ の就 業 調 査 項 目を と

り入 れ る こ とで 済 ま せ ざ る を え なか った 。 こ う した準 備 と試 行 を重 ね,満 を持

して企 画10年 後 の1882年6月5日 に,農 家,商 工 業経 営 も含 め た文 字 通 り ドイ

ツ国 内の 全 世 帯 を 対 象 に独 立 の セ ンサ ス と して 第1回 職業 三営 業 調 査 が 実 施 さ

.れ る隠,。これ は95年,1907,25,33,39年 と不 定期 的 なが ら継 続 され て ゆ く。

82年 調 査 で は 全 世帯 に 調査 票 を配 布,ま ず 全 世 帯 員(含,一 時 滞 在 者)の 数

と属 性 を調 べ た 後,就 業者 個 々 人 につ き主 業 と副 業 の 職種 ・従 業 ヒの地位,独

立 営 業 経 営 者 につ い て は 共 同所 有 者 と雇 い 入 を記 入 さ せ る とい う徹 底 した や り

方 を採 った 。 この こ とに よ り,当 時45,222,113人 の ドイ ツ国民 の産 業 別,職 業

別,職 業 上 の 地 位 別分 類 が,家 族 内外 の 非 労 働 力 人 口 や未 就 労 者 を も含 め て,

ひ とつ の 社 会 階 級 ・階層 別構 成 表 と な つ.て実 現 す る。 この 際,調 査 当局 の 用意

した 分 類 項 目.は職 業分 野 ・6,職 業群 ・24,職 種 ・153で あ り,さ ら.に地位 分類

で は職 業 分 野 ご と に若.「の 出 入bは あ る が,基 本 的 に次 の3区 分 一a)業 主

(Selbstandige),こ れ に は 業務 指 導 者 と指 導 的 役 人 が 含 まれ る,b)他 の(指

51)5顔`蹴 硬 飽3rセ 翼郎`舵 烈Rロ=`ん ∫,Bd.1,1873,S.340-416.

52)Bends吐 敏tis雪iknach(1erallgemeineロReru∫sz翫lungvom5.juni1882,5亀'ゴ5'液4邸P翩 翻罐8π

R醜 帆Neu白FoLge,Bd.2,1894..こ の ドイ ツ職 業=営 業 調 査 の 展 開 を詳 し く論 ず る余 裕 ほ 本 論

には な い.テ ー マ 自体 が極 め て大 き く,ま た 関 連 す る 文献 資料 は.尨大 で あ り,こ の 検 討 に は 後 日

別 稿 を予 定 して い る。 概 略 を 知 る う え で は,と りあ え ず,W.MQrgenrQth,G¢wcrbcstdtiぬk、

D由5`α`配 舖 ∫霞D餌 雌ぐ柚 初山`τrh疏 闇 一 ε面8ε"∫ 加η4,Bd.2,Munchesu.Berlin,1911,S.181

(f.,を 参 照 の こ と。 た だ,指 摘 して お か な くて はな らな い の は,こ の調 査 で は,全 世 帯 に 「偶 人

職 業 票1が 配 ら れ,世 帯 構 成 員 個 距 人 の 職 業 が 調 べ られ,ま た 当 該 世 帯 が 農 家 で あ れ ば,別 に

「農 業 経 営 調 査 票 」(Formu】arfUrdieEτhebung也rlandwirth5ch且m… じhenBetrleb)を,農 業 以

外 の 経 営 体 で あ れ ば 「商 工 業 票 」(Gewerb巳karしe)を 配 り,全 ドイ ツに ま た が った 職 業 別 人 目,

労 働一雇 用 関 係,お よび 生 産 の 基 本 的 動 力 源 を把 握 しよ う と して い た こ と,ま た 帝 国統 計局 と各

国 統 計 局,さ ら に は 地 方 自治 機構 の 連 携 の も とで,各 地 に 調 査委 員 会 〔Z話hlkommissbn〕 が 組

織 さ れ,そ の指 導 の もと に,調 査 員 と して 地 方 自治 体 中 卜級 職 員,教 師,内 務 ・司 法 ・通 商 中 級

行 政 官,大 規 模 経 営 職 員,退 役 国 家一地 方 自治 体 職 員,学 生 が 動 員 され た ドイ ツ あ げ て の独 立 セ

ンサ スで あ った こ とで あ る。 これ は人 口 セ ンサ ス を こえ る.人的 エ ネ ル ギ ー ・経 費,さ らに は 社 会

に関 す る統 計 的 関心 な しに は遂 行 され えな い 。
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導 的 で は な い}役 人,科 学 面 ・技 術 面 ・ま た商 人 と して の修 養 をつ んだ 管 理 ・

監 督 ・経 理 ・事 務 従 業 者,e)そ の 他 の 雇 い 人(Gehiilfe>,徒 弟,工 場 ・賃

金 ・日雇 い労 働 者,こ れ に は営 業 内 で就 業 を して い る家 族構 成 員や 奉 公 人 が 含

ま れ る,か ら成 って い る。 これ に,未 就 労 人[部 分一 これ に は,1.金 利 生

活 着 ・年 金 生 活 者 ・被 扶 養 者 ・囚 人,2.主 婦 ・児.童 ・そ の他 身 内,の 区 分 が

設 け られ る一 を加 え る こ とに よ っ て,全 入 口の社 会経 済 的 属性 区分 ・階 級 ・

階層 区分 の大 枠 は捉 え られ る こ とに な るd加 えて 零 細経 営 も含 んで 独 立 経 営 者

に は,経 営 で 用 い られ て い る.作業 機(風 力,水 力,蒸 気,ガ ス,熱 気 に よ る),

蒸 気罐,蒸 気 機 関,蒸 気船 の有 無 まで の 申告 を課 して い る。 いわ ば,生 産 力 と.

生産 関係 の両 面 か ら ドイ ツの社 会 経 済 構 成 を解 明 しよ う とす る試 み とい.って よ

く,こ れ は人 口 セ ンサ スで の 人[規 模,そ の地 域 ・性 ・年 齢 ・国 籍 ・宗 派 別 分

類(人 口 の外 延 的 分 布 の描 写)か ら社 会 構 成 別 分類(人[.1の 縦 断 面 の 描 写)へ

の展 開で あ り,社 会 経 済統 計 発 展 の大 きな踏 み 台 とな る もので あ った 鋤。
ラ イ ヒ

で は,帝 国形 成 以 前 の.ドイ ツで は,各 国の 入 口集 団 をそ の経 済 的特 性 か ら区

分 し,そ れ ぞれ の 国内 で の社 会経 済 構 成 を捉 え よ うとす る試 み は なか った の か

とい え ば,決 して そ の よ.うな こ とは ない 。 プ ロ イセ ンは も とよ り,バ イエ ル ン,

ザ ク セ ン,ヴ ュ ル テ ンベ ル ク,等 々 の領 邦 国家,ま た 関 税 同盟 中央 局 にお い て

も70年 代 以 前 に当 該 国 の 人 口 の社 会 構 成 を示 す 統計 報告 が営 業 統 計 表 と して 作

成 ・公 表 され た 実 例 に は多 くの もの が あ る。 プ ロ イセ ン統 計 史か らは,19世 紀

以 前 は お くと して,例 え ば ホ フマ ンが 局 長 時代 に営 業報 告 書,ま た 特 にデ ィ.一

テ リチ 局 長 時 代 の1840-50年 代 に は か な り詳 細 な営 業 統 計 が公 表 さ れ,そ れ な

53)こ の82年 職 業 調 査 を,他 の ヨー ロ ッパ 諸 国 の もの に 対 し,比 較 に な ら ない ほ ど完 全,か つ信 頼

で き る もの と高 く評 価 し,後 日 リ ュー メ リ ンは こ こか ら,「 社 会 的 職 業=,お よ び 生業 構 成 に つ

い て,い か に 多 くの これ ま で 知 られ て い なか った 開 示 と,い か に価 値 多 き開 示 とが そ れ に負 うて

い るか,と い う点 が 十 分 に 示 され た[(G.Riimehn,Ue塊rBe川fsstatistik,Hα η4倣 ぬ48,・ρ。'f`丞.

訪eη08加 齢 庸8、hrsg.vonG、Schbnbcrg,2,AuH.,Bd.2,Tbbing㎝,1886,S.93&)と 述 べ て い

る。80年 代 当 初,全 世 帯 を対 象 に,詳 細 な調 査 項 目 〔計20)を 盛 込 ん だ職 業 調 査 を実 施 した こ と

の 中 に,ド イ ツ社 会統 計 の充 実 さ を看 取 す る こ とは 不 可 能で は な く,統 計 後 進 国 ドイ ツが モ の 遅

れ を と り戻 し,他 諸 国 の社 会 統 計 作 成 水 準 を凌 駕 した,そ の メ ル ク マ ー ル と して この82年 調査 を

位 置 ず け る こ とが で きよ う。
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りの人口の社会経済構成が示されていたことを教えられる。また,ヴ ェルテン

ベルク統計 ・地誌局では1830年代に,人 口統計での生業区分とは別に、市民層

の職業別入口構成を示 した営業統計が作成され,.以 降不定期なが ら,機 関誌

職 耐伺 う㎎ 詫加 西加盗読σノ諺r5如∫鋭漉 μηゴLαη冨8∫㎞ηぬ にその時々の営

業報告が公表され,こ の中に職業身分別の人口構成が提示されている。 とはい

え,こ れら19世紀20-60年 代に現われた人口集団の営業 ・職業別分類の統計表

.をもって,82年 以降の職業 三営業調査にもとず く社会経済構成表と同じ性格の

もので,直 接的な先行形態 とみなしうるかというと,否 定的な答.えしか出てこ

ない。というのは,そ れ ら統計報告はその基本的性格がそれぞれの国における

土地台帳,土 地測量 ・地勢図作成からの副産物であったり,ま た営業税徴収を

目的にした個別経営主体の捕捉の副産物として出てきたものであり,そ の限 り

で捉えられた経営者,経 営種類,規 模,被 雇用者,使 用動力,機 械 ・装置に関

する数値資料であったからである。従って,社 会構成体の客観的側面 人口

全体の社会経済構成一 を直接調査によって捕捉 ・描写 し,多 方面からの認識

関心に応 じうる結果を提示するという,近 代社会統計調査に不可欠な主体的な

活動契機は最初から欠落している。例えば,19世 紀前半に作成された最もす.ぐ

れた統計集のひとつに,先 述のディーテリチ編の 『プロイセ ン国家統計表」

(1845年)が あるとされ.る』ここには人口統計 とならんで 「1843年金プロイセ

ン営業表」が掲げられ,そ こには農業を除いた商工業(狭 義の営業〉につ き,

パン製造者から奉公人にいたる職業と営業種が165欄 にまたがって詳述され,

これに地域(26県)別 と就業者身分構成(業 種によっては.,こ れに替えて施設

数 ・利用機器数,就 業労働者数項目がとり.入れられ,分 類基準は不統一である

が)と が クロス表示されてはいる闘。ところが,こ の身分構成においてはその

ほとんどの職種にあって,親 方 ・自前の勘定で働 く者/雇 い人 ・徒弟 という単

線的な関係で しか分類されていない。その後,い くつかの改善が加えられはす

54)G・wαbe-T・h・n・d・ ・9・ 血 ・・p艶 臨i・ ・h㎝Sm.",Die・ 割 前忽 ゐ銅 鰍 楓 勧 漉・pre綿 ・た㎝

3燃 郎,hτsg.vonW.Diete血cil.Ber㎞,1845,S.129-40.
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るが,営 業表作成の基本動機は変らない。つまり,.それはプロイセンのどの州

(Provinz)で どのような営業(商 工業)が 栄えているか,さ らに,特 定の営業

分野で特徴的な生産が盛んであれば,そ の製品を報告させるものとなっている。

この報告の指示を当該地域の工場委員会,商 業会議所,そ の他関係省庁 ・機関

へ出している。さらに興味をひく事実は,外 国との取引契約や税率調整で不利

を招かないため,正 確な統計データが必要なことを理由に,経 営者自身にもこ

の報告作成に協力 ・参加させるよう動機ずけを与えていることである。ディー

テリチのその後の営業(⊥ 業)表 草案による統計作成実施は,最:終 的には議会,

あるいは内務省によってではな く大蔵省(Finanzministerium)に よって認可

されることになる。これがプロイセン営業表の性格であ り,そ の主眼はあくま

で営業税徴収を目的にした個別経営主体の捕捉であ り,そ のための業務資料作

成の副産物 として出てきた 「統計」であった⑮。

以上のことは,こ れら営業表が限られた範囲でそれなりの詳細を伝えるもの

であった一 可能な限 りの職種の網羅 と詳 しい地域分布のクロス表という点で

一 としても,近 代的な意味での社会統計に位置ずけることはできない。作成

原理 と作成方法において近代社会経済統計の備えるべき要素を欠いている。そ

れはまず,行 財政(課 税)の 業務資料作成が目的であ り,当 該地域の営業体の

捕捉,種 類 と規模,被 雇用者数の確認に視点が しぼられ,営 業体内部での人間

関係(労 働 ・雇用関係)を 詳述する観点は希薄である。従い,直 接調査ではな

く,多 くが住民目録や営業記録の事後的な蒐集 ・整理結果を非統計調査機関に

.報告させる形をとる。ここか ら,統 計の全体網羅性が疑問となり,信 頼性 ・統

一性を吟味する基準 もあいまいなものにならざるをえない。国家財政の収入源

55)こ の こ とは,プ ロ イセ ン統 計 局 の 発 達 を 論 じた,RBoeck卜.Dff9∬`朧 月ご1ゴ`加伽 帥 敵'醐g

伽 α加 ～勲 ㎝5如`'5嫌465ρ 刷 ∬麻 ん伽&醐 ㍑∫,Berli【」ユ863,S、78-9,の 記 述 か ら う か が え る。 既

述 の フ ィー バ ー ン もデ ィー テ リチ に続 い て,1861年 の 人 口調 査 に付 興 葦せ て 関税 同 盟 国 家 内 の 詳

細 な営 業 表 作 成 を試 み(前 掲 著 作,第3巻,1868年,に お い て1,帝 国 形成 前 の最 もす ぐれ た 営

業 表 とい わ れ て い る の だが,や は りど ち らか とい う と貧 弱 な 報告 しか 提 供 で き なか った と され,

そ の 理 由 は,資 料 蒐 集 に際 して.関 税 同 盟 全 領 域 に 対 す る(調 査)組 織 の 形 成 が 不 十 分 で あ った

点 にあ る とい わ れ て い る。W.M・rgenmth,砿 α.σ,S.218.
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としての営業体であり,そ の種類 ・規模ではありえ ても,社 会構成体の細胞 ・.

組織であるがゆえに,そ れをことごとく枚挙 し,そ の経営内容,特 に経済的人

的構成を調べあげるとい う認識関心に導かれたものではない。また,小 規模な

営業体,営 業という組織の外部で生産 ・経済活動に従事 している層は営業表か

らは脱落する。.

ドイツ職業統計の意義について,F.ツ ァーンは次の一文を残している。

「国民の職業構成および社会構成(職 業上の地位の.こと一引用者)の 把握を特

に課題とした統計ほど,他 のどのような統計 と較べても,極 めて広汎な要求に

応えるものはない。職業および社会構成に応じて国家の生命力,力,そ して富

が測られる。それら構成における変移がきまって国民の政治的経済的な力に影

響を及ぼす。職業は経済的,社 会的,そ して政治的生活 といった重大な機構に

とっての基礎を成し,こ の機構は部分的にはその有する重みに応 じて,諸 国家

間の国際関係にも影響する(ゲ ノッセンシャフト,専 門団体,職 業 ・利益同盟,

それ らに立脚 した政党〉」諭。職業調査を通 じて国民の社会経済構成(階 級 ・階

層構成)を 把握することの重要性を指摘 した至言であろうか と考えられる。こ

のツァー ンの発言は既に3回 の経験を経て ドイツ職業 ・営業調査が軌道にのっ

た1911年 のことであ り,人 口の社会構成の統計表示が社会経済統計の基本柱と

して確立 した段階の下であった』ツァーンをしてその意義をかく確認させた ド

イ.ツ職業 ま営業調査の発展の契機は,そ もそも形成された統一国家の人的内部

構成を知悉 し,ド イツ社会の構造的特徴と歴史的発展段階を確認するとい う認

識要求にまで遡ろう。内務行政機構の整備 ・確立という制度的側面の拡充を受

けつつ,こ の認識は世帯ごとの社会経済構成をセンサスとして調査することに

よって達せ られた。

ケ トレー社会物理学をひとたび継承 しながらも,そ れを批判的に克服 し,有

機体 としての社会構成体の実相に迫る必要を感 じとる中に ドイツ社会統計学形

56)F.Z.㎞,恥runichεundsozialeGHederung〔ksVDIke臥D¢5砂`ゴ5嵌 加D催 ㍑ 舷zπ4"4f彪

読㎜ ゐ解 卍g8η5蜘4Bd.2,M吐nchem1.Ber-in,1911,S.3.
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成のきっかけがあった。この中で,モ ール社会理論とそは,い ち早く社会を有

機的構成体 とする見解をうち出し,40年 代の動乱を経験した自らの知見にもと

ずき,国 家 ・国家制度といういわば外被に隠された社会の実体,そ の内部構成

=諸 利益ゲノッセンシ.ヤフ トの複合への関心をよび起 した理論であったといえ

.よう。確かに,そ の社会概念は資本主義社会の物的経済的基底にまでは届かな

かった。 しか し,そ の経験的観察による社会構成諸層の分析 と分類は,国 法学

や国家科学の枠をこえて,そ の後の経済学や社会学での社会分析の理論的契機

となったあ加えて,統 計による社会構成の具体像獲得への途を切 り開 くことで,

その社会概念は単に社会理論史的にのみならず,社.会 統計史的にも意義あるも

のであったと考えられる。つまり,そ のゲゼルシャフ ト論は社会経済統計の前

近代から近代への発展に際して,い ってみれば理論的触媒の役割を果たしたも

のとみなすことができよう。.


